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アウトプット指標と
アウトカム指標

【重点事項2】労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進

◆ 第１４次労働災害防止推進計画（令和５年度～令和９年度）

◆アウトプット指標
①転倒災害対策（ハード・ソ
フト両面からの対策）に取り
組む事業場の割合を2027年ま
でに50％以上とする。
②卸売業・小売業／医療・福
祉の事業場における正社員以
外の労働者への安全衛生教育
の実施率を2027年までに80％
以上とする。
③介護・看護作業において、
ノーリフトケアを導入してい
る事業場の割合を2023年と比
較して2023年までに増加させ
る。

◆アウトカム指標
①増加が見込まれる転倒災害
を2022年と比較して2027年ま
でにその増加に歯止めをかけ
る。
②転倒による平均休業見込日
数を2027年までに40日以下と
する。
③増加が見込まれる社会福祉
施設における腰痛の死傷年千
人率を2022年（0.45）と比較
して2027年までに減少させる。

【取組事項】
①転倒災害が加齢による骨密度の低下が
顕著な中高年齢女性を始めとして極めて
高い発生率となっているため対策を講ず
べきリスクであることの認識とその取組
の推進
②筋力等を維持し転倒予防のための運動
プログラム導入及びスポーツ習慣化の推
進
③非正規雇用労働者を含めた全労働者へ
の雇入時等の安全衛生教育の実施徹底
④「職場における腰痛予防対策指針」を
参照に作業態様に応じた腰痛予防対策の
取組



転倒災害の予防について
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転倒災害のパターンとパターン別の転倒原因・対策を確認しましょう

滑りやすい床素材、床
上に残った水や油など
で、足を滑らせて転倒
するもの

①滑り

床の凸凹・段差や放
置された荷物等につ
まづいて転倒するも
の

②つまづき

階段、段差などで
足を踏み外して転
倒するもの

③踏み外し



転倒災害の予防について
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転倒災害のパターンとパターン別の転倒原因・対策を確認しましょう

「滑り」による転倒災害の原因・対策



転倒災害の予防について
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転倒災害のパターンとパターン別の転倒原因・対策を確認しましょう

「つまづき」による転倒災害の原因・対策

事業場内で、
転倒災害の原因と
なり得る可能性が
ある場所が無いか、
職場巡視等により
確認して下さい。



転倒災害の予防について
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転倒災害のパターンとパターン別の転倒原因・対策を確認しましょう

ハード（主に設備面）での対策 ソフト（主に管理面）での対策

• 通路の凹凸、陥没穴等の解消

• 凍結しやすい箇所への融雪等の設置

• 防滑床材・防滑グレーチング等の導入

• 階段等での手すりの設置

• 通路上の照明設置、照度確保

• ４Ｓ活動の徹底
（整理・整頓・清掃・清潔）

• 転倒しやすい場所にかかる危険マップ
の作成や注意を促す表示

• ポケットに手を入れたまま歩かない等
安全な移動姿勢の励行

• 転倒災害を予防するための運動

• 転倒を予防するための教育
（正社員以外の労働者へも実施）



腰痛症の予防について
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「腰痛予防対策指針」における対策を分野別に進めましょう

作業管理 作業環境管理

健康管理 教育

• 自動化、省力化
• 作業姿勢、動作
• 作業標準の策定
• 休憩・作業量、作業の組み合わせ
• 作業時の靴、服装等 等

• 温度
• 照明
• 作業床面
• 作業空間
• 設備の配置
• 振動 等

• 健康診断
• 腰痛予防体操
• 腰痛による休職者が職場に復帰する際の
注意（産業医等からの意見聴取）

[教育内容]正社員以外の労働者にも実施
• 腰痛が発生している作業内容・環境、原因等
• 腰痛発生要因の特定
（チェックリストの作成、活用方法等）

• 腰痛発生要因の回避、軽減を図るための対策
• 職場予防体操（職場でできるストレッチの仕方等）



腰痛症の予防について

【重点事項2】労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進

「腰痛予防対策指針」における対策を作業別に進めましょう

重量物取り扱い作業

座り作業

立ち作業

車両運転等

• 機械、用具等による「自動化」「省力化」
• 人力で作業を行う場合の重量の目安を順守
• 荷物への重量表記、取り扱いやすく包装等

• 作業者の体格を考慮した椅子
• 不自然な姿勢での作業にならない作業対象
物の配置

• 床に座って行う作業の回避

• 作業機器、作業台等は体格を考慮
• 他作業との組み合わせ
• 小休止・休息、屈伸運動・マッサージ等
• クッション性のある靴・床マットの使用 ※腰痛が発生しやすい作業

建設機械、フォークリフト等…激しい振動
トラック、バス、タクシー…長時間運転

• 座席の改善、運転時間の管理の適切管理と休憩の
確保

• 長時間運転した後に重量物を取扱い場合は、小休
止や休息、ストレッチ後に作業を行わせる。

福祉・医療分野等における介護・看護作業

• 人を抱える作業は、原則、人力では行わせない。
福祉用具を活用する（ノーリフトケアの実施等）。

• 定期的な職場の巡視、聞き取り等により、新たな
負担や腰痛が発生していないかを確認する体制の
整備



腰痛症の予防について
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福祉・医療分野等における介護・看護作業における「ノーリフトケア」の導入

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31197.html

ノーリフトケアを含めた
腰痛防止のための好事例
が紹介されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31197.html


転倒・腰痛の予防について
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体操・ストレッチを取り入れ身体機能の改善を図ることで、転倒・腰痛を予防し
ましょう。

転倒予防体操（職場のあんぜんサイト）

転倒・腰痛予防！「いきいき健康体操」

https://www.mhlw.go.jp/content/kaisetu.pdf

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/information/tentou1501_27.html

つま先かかと立ち

フォアードランジ

つま先タッチ

サイドランジ

片足スクワット

職場３分エクササイズ

毎日３分でできる転びにくい体をつくる
職場エクササイズ
（厚生労働省作成のYouTube動画）

全身ストレッチと平衡機能、敏捷性、下肢筋力の向上を目的とした５
つの動作の繰り返しで構成されたもの

令和元年厚生労働科学研修補助金 労働安全衛生総合研究事業「エビ
デンスに基づいた転倒予防体操の開発およびその検証」の一環として
制作

https://www.mhlw.go.jp/content/kaisetu.pdf
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/information/tentou1501_27.html


安全衛生教育について
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これまで説明した転倒・腰痛予防にかかる安全衛生教育について、パート・アル
バイト等も含めた全労働者に実施しましょう。

労働者（パート、アルバイト等含む）の雇入
れ時

労働安全衛生規則第35条により以下の項目の教育が必要
①機械等、原材料等の危険性にまたは有害性およびこれらの取扱い方法に関すること
②安全装置、有害物抑制装置または保護具の性能およびこれらの取扱い方法に関すること
③作業手順に関すること
④作業開始前の点検に関すること
⑤その業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること
⑥整理、整頓および清潔の保持に関すること
⑦事故時等における応急措置及び退避に関すること
⑧その他その業務に関する安全衛生のために必要な事項

労働者の作業内容の変更時

上記以外（定期・随時の教育） 必要に応じて定期・随時に教育等を実施（教育内容の定着、知識の向上）


